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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月11日(2008.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
肥大化膀胱頸部により二次的に生ずる尿停滞を治療するための製薬組成物を調製するため
にボツリヌス毒素を使用する方法。
【請求項２】
前記組成物は患者の膀胱壁に投与するのに適した剤型にて提供される請求項１に記載の使
用方法。
【請求項３】
前記ボツリヌス毒素は液体、粉末、クリーム、エマルション、丸薬、トローチ、座薬、懸
濁剤及び溶液からなる群より選択される製薬的に許容可能な製剤に処方化される請求項１
又は２に記載の使用方法。
【請求項４】
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前記組成物は注射可能な組成物である請求項１乃至３のいずれか一項に記載の使用方法。
【請求項５】
前記ボツリヌス毒素は、ボツリヌス毒素Ａ型である請求項１乃至４のいずれか一項に記載
の使用方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　より詳細には、本発明の目的は肥大化膀胱頸部により二次的に生ずる尿停滞を治療する
ための製薬組成物を調製するためにボツリヌス毒素を使用する方法を提供することにある
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　上述の目的を解決するために、請求項１に記載の発明は、肥大化膀胱頸部により二次的
に生ずる尿停滞を治療するための製薬組成物を調製するためにボツリヌス毒素を使用する
方法を提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の使用方法において、該組成物が患者の膀胱
壁に投与するのに適した剤型にて提供されることをその要旨とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の使用方法において、該ボツリヌス毒
素は液体、粉末、クリーム、エマルション、丸薬、トローチ、座薬、懸濁剤及び溶液から
なる群より選択される製薬的に許容可能な製剤に処方化されることをその要旨とする。
【手続補正８】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の使用方法において、
該組成物は注射可能な組成物であることをその要旨とする。
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の使用方法において、
該ボツリヌス毒素はボツリヌス毒素Ａ型であることをその要旨とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　本発明によれば、肥大化膀胱頸部により二次的に生ずる尿停滞を治療するための製薬組
成物を調製するためにボツリヌス毒素を使用する方法が提供された。しかも、本発明の方
法により得られた製薬組成物により、手術を実施する必要なく、尿停滞の症状が改善され
るという効果を奏する。
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